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研究費の不正使用等の防止に向けて 

近年、研究機関における公的研究費の大規模な不正使用事案が発生している中で、生研

支援センターが資金配分した機関の研究活動においても、研究費の不正使用が発覚してい

ます。 

研究資金の不正使用、不正受給は、不正を行った研究者個人が罰せられるのはもちろん、

自身の上司や共同研究者、その他関わりのある人たち全てに迷惑をかけ、所属機関の信用

を失わせる背信行為です。研究費の不正使用は絶対にやめて下さい。各機関におかれては、

実効性ある防止対策をとって下さい。生研支援センターでは不正根絶のため、委託先の機

関に対し、運営・管理・監査体制の定期的なチェックと報告を求めるとともに、機関内部

の相互監視が確実に機能するよう、調査・指導等を行います。 

また、捏造、改ざん、盗用、二重投稿、不適切なオーサーシップといった研究活動にお

ける不正行為も、不正を行った者だけでなく、その管理者や組織に対する信頼の失墜にも

つながります。研究活動における不正行為も絶対にやめて下さい。各機関におかれては、

実効性のある防止対策をとって下さい。生研支援センターでは、研究活動における不正行

為を防止するため、委託先での研究倫理教材によるeラーニングの義務付けや、委託先に

おける研究不正防止のための取り組み状況の確認等を行います。 

この他にも、研究の国際化・オープン化による国内外からの資金提供に伴う、利益相

反・責務相反への対応、安全保障貿易管理等の法令順守が求められています。生研支援セ

ンターでは、委託先に対し、外為法の遵守など安全保障貿易管理の徹底、不合理な重複や

過度の集中の防止、利益相反・責務相反に関する規程の整備など研究インテグリティの確

保に向けた取組を求めており、令和６年２月からは、当センターが行う事業について、安

全保障貿易管理体制構築を要件としているところです。

なお、研究資金の不正使用等が確認された場合には、研究費の返還、応募の制限、公表

等の措置を講ずるなど、厳正に対処して参ります。これらにより、生研支援センターが委

託する研究支援事業に関わるあらゆる研究活動から、研究費の不正使用等が根絶されるこ

とを強く求めます。 


